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被害者の会は、被害者どうしの支援と死傷被害根絶のための取り組みを目的とした、交通事犯被害者でつくる会です。
入会希望の方は事務局に電話をください。会費はありません。会報が送られ、交流会等に参加できます。

1963年、小学１年の息子が 歩道で無免許少年のバイクにひかれ死亡

木戸修一、昭和31年生まれ。昭和38年5月26日、未成年者の無免許、酒気帯び運

転により、国道5号線の歩道にて犠牲になる。当時7才、生きていれば67才になる。

小学校に入学し、その日は初めての運動会だった。運動会が終わってPTA役員とし

て残ってグランドの掃除をしていた時、「息子さんが交通事故で病院へ搬送された」と

告げられた。俺の子がまさか死ぬことはないだろう、夢中で走り、病院の処置室へ入

ると、我が子を見て愕然とした。頭に包帯が巻かれ、色白の顔の子が青白く、生きて

いるような無心できれいな顔で眠っていた。先生から大変難しい状態にあることを告

げられ、その数分後、息を引き取り、死亡を宣告されたのである。

あまりに突然で声も出ず、自分の子が死んだことが理解できず、何時の間にか、気

が付いたときは、海の見える岬へ立ち、一人で大声で泣いていた。その夜は死んだ子

と添い寝をし、全身を隈なくさすってあげたのがあの子との最後だった。長男を喪い、残された６か月の

二男を抱いた母親の精神的ショックとやり場のない憤り、深い悲しみは想像を絶する。

歩道を歩いていた息子には何の落ち度もないのに、何で、どうして･･･。未成年者の加害者は、会社の

バイクを無断で持ち出し、時速約100キロで走行中、ハンドルを取られて左側歩道へ突っ込み、一人を

跳ねとばして重傷を負わせ、二人目、自分の子を約25ｍ跳ねとばした。

2002年、国土交通大臣へ手紙・・・「国土交通大臣 石原 伸晃殿」
「戦後、平和と人命の尊さを唱えるも、事件、事故が絶えない。それも同じ日本人同士の殺し合いなの

である。無免許運転こそ重大殺人罪として扱うべきではないか。未成年者の人権のみが先行し、賠償責任

の所在が明確でないのは問題です。被害者の“権利と補償”について真剣な見直しを求めます。

事故以来、ささやかですが地域に対し夫婦共々日赤奉仕団の一員として、社会への奉仕と供養に、また

特に交通事故防止になればと努めているが、事件、事故を見聞きするたびに、被害者の心境が先ず脳裏に

浮かび、「真の弱者とは誰のことか」を問いながら、被害者の方々に対する“権利と補償”について寛大

な救済と制度の見直しを願うものである。同時に孫子の代まで二度と悲惨を繰り返してはならない。平和

な時代を祈ってやみません。」（一部抜粋）

2023年、あの日から60年
「また何かが」電話のベル一つでもおののきながら、何時しか時は流れ、あれから60年に

なるが、片時も忘れたことはない。「親は 生きている限り死んだ子の歳を数える」。

〈編集者注〉1963年5月26日、小樽市の国道で歩道を歩いていた木戸修一さん（当時7歳）は、未成年者の

無免許運転バイクの犠牲になりました。ご遺族は、2002年、国土交通大臣に、安全な社会と被害者の権利・補償を求め

る「手紙」を送付していますが、本稿は、「手紙」について記した2005年の会報17号の手記を基に追記されたものです。

〈今号の内容〉② 新会員より ③ お便り ④ 命の教室感想文 ⑤ パネル展感想 ⑥ 道被害者相談室より寄稿

⑦ 児童犠牲事件の寛刑を憂う ⑧ コラム「被害者支援条例」 ⑨ 要望活動 ⑩ 全国大会 ⑫ 日誌 他

あの日から６０年 「親は 生きている限り 死んだ子の歳を数える」
小樽市 木戸 英二

幼稚園の卒園日に
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孫達との再会を楽しみにしていた母を失って
アメリカ カリフォルニア州 ダンラップ 菜帆子

新会員より

皆さま、はじめまして。このような悲しい形で皆

さまと繋がる事、皆さまも同じでしょうが、非常に

残念に感じつつ、強い心の支えにさせて頂いていま

す。

2022年８月１日に、札幌市西区西野４条９丁目

の交差点で、79歳の女性が運転する車が暴走し、青

信号で自転車で渡っていた藤田明美（70）を轢き逃

げした挙句、地下鉄宮の沢駅まで暴走、蛇行運転を

続け、６台の車に追突して車が大破して停車した事

故がありました。

私は、藤田明美の長女です。22年前にカリフォル

ニア州に移住しまして、現在もカリフォルニアでア

メリカ人の夫と、７歳の娘、５歳の息子、２匹の犬

と住んでおります。皆さまもご存知

の通り、コロナウイルスの影響を受

け、日本の入国に規制がかかってい

たため、3年近くに母に会えないま

ま、このような突然の別れになってしまいました。

母は、孫達と犬達を本当に大切に思ってくれてい

たので、どんなに無念だっただろうと思うと、悔し

さと怒りで狂いそうになります。2022年の９月に

一時帰国を考えていた矢先の事でした。私には妹が

いますが、妹は10年ほど前からカナダに移住してお

り、お互いに母に長く会えないまま、突然最愛の母

を失いました。

母は自然が大好きな

人でした。家の周りで

も登山をしたり、冬は

スノーシューで裏山の

散歩に出かけるような

人でした。

３年前、母はヨセミ

テ国立公園のハーフド

ームに登頂するために渡米。68歳直前でハーフドー

ムの登頂に成功し、他のアメリカ人登山客からもヒ

ーロー扱いされていたくらい、非常に元気で足腰の

強い人でした。庭でお野菜を育て、初めて受粉に成

功したかぼちゃを収穫するのをとても楽しみにして

いました。そのかぼちゃを食する事ができないまま、

無責任な老人に殺されました。そんなささやかな夢

をも奪われたのです。

在りし日の藤田明美さん

ここ数年は、車の運転は極力避け、徒歩や自転車

で移動するようにしていました。来年11月の車検が

切れる時に、免許返納をする予定でいました。そん

な母が、車を暴走させた79歳に轢き殺されるとは、

本当に理不尽でなりません。

私は８月の大半を、家族をアメリカに残し、日本

で警察からの説明を受け、弁護士の選出、お墓の準

備などをして、またアメリカに戻ってきています。

しばらく日本にいましたが、加害者からも、その

家族からも、娘の私達には一言の謝罪もありません

でした。カリフォルニアに家族も生活の基盤もある

ため、事故関係の事は遠隔で行っています。生前、

母がとても愛おしく思い、いつも気にかけてくれた

孫達は、ばあばの記憶があまりない子供達になって

しまいました。母は非常に道徳に長けた人間でした。

本当に尊敬に値する、自慢の母でした。

そんな母を殺した人間は、謝罪すらもせず、ひた

すら逃げているだけのような道徳の全くない人間で

あるという事が、本当に情けなく悔しく思います。

かなり早い時点で、加害者は警察に「自転車かオー

トバイにぶつかった」「アクセルを踏み間違えたかも

しれない」という事を口にしていました。それにも

関わらず、謝罪も何もなかったのです。

やっと「謝罪」という言葉が出たのが、母の３回

目の月命日の直前でした。弁護士の先生を通じて、

謝罪の趣旨、内容、方法などを伺ってもらいました。

返答は、特に何も具体的には考えていない、という

様な物で「いや、退院したので、、、」という感じでし

た。本当に「謝罪」という言葉を使ったという事実

が欲しいだけなのか？と思われても仕方のないよう

な態度です。殺人を犯しておきながら、覚悟のない、

全く反省をしているとは思えない加害者の態度は、

火に油を注ぐだけの、恨みを一層強くする原因にし

かなっておりません。母を殺した、という事は一生

懸命生きてきた人間の命を理不尽な理由で終わらせ

たという事。その罪の重大さを全く分かっていない

ような加害者に、強い怒りを覚えています。

まだ非常に短期間ではありますが、

交通事故被害者の会の方々のお話を

少し読ませていただきましたが、加

害者と被害者の間での「謝罪」の認
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識の違い、保険会社の理不尽な対応であったりで、

悔しい思いをしている方々が多くいいらっしゃると

感じております。勿論、根本的な法律の問題が非常

に大きいのは間違いありません。アメリカはご存知

の方も多いかと思いますが、訴訟大国です。訴訟に

遠慮などしません。勿論理不尽な訴訟を起こすケー

スもありますが、加害者をしっかり裁くシステムの

下、裁判も成り立っています。アメリカのように、

とは言いませんが、危険運転を野放しにするような、

世界から何百歩も遅れをとっている日本の法律、罰

則、裁判を変える努力に少しでも力になれたら、、、

と思い、入会のお願いを致しました。

車は凶器になり得る事を、あまりにも軽視しすぎ

ている日本の法律。そして、加害者へ

の刑罰の甘さは放っておいてはいけな

い事だと強く感じています。

皆さまには、裁判に至るまでの間に、

お知恵を借りる事もあるかもしれませ

ん。母の死を無駄にしないため、皆さまの今までの

努力を実らせるため、出来る限りの事をして被害者

の尊厳と権利を追求していきたいと思っております。

よろしくお願いいたします。

〈事件概要〉2022年8月1日、札幌市西区在住の藤田明

美さんは、青信号の交差点を自転車で渡っていて、暴走車

にひき逃げされ、貴い命を奪われました。

「北海道新聞」2022年8月2日

会員からのお便り

交通死傷被害の無きことを祈ります

小樽市 木戸 英二

何時も会報を送って下さりありがとうございます。

私は、体調も良くなく、入退院を繰り返しておりま

すが、常に交通事故については関心を持っており、

テレビや新聞等を見て､これで良いのかといらだつこ

ともあります。子どもが交通事故に遭い、その後事

故を起こすことの無いよう、無事故で

運転を終えました。今後とも事故の無

いように祈るばかりです。

会報を読み 涙しました

札幌市 谷藤 景子

会報第66号を読ませていただきました。娘さんを

亡くされた母親の気持ちが手にとるようにわかり、

涙が出ました。事故により不幸になる人が一人でも

少なくなって欲しいです。

「春よこい」の心境です

札幌市 高橋 利子（副代表）

コロナ自粛から外出が減り、寒さが身に染むこの

頃は、家にいることが普通と感じること

に少々「こわい」ものを感じるこの頃で

す。…春よこい、早くこい…の心境です。

朝日新聞の特集：「追う 重傷交通事故」

〈2023年1月25～27日〉に励まされています

朝日新聞が、当会の会員4家族を取材され、大変

貴重な特集を3回に亘り連載しました。（記事は会の

HPに紹介）以下、取材を受けた会員の一言です。

・「（記事によって）隆輔の無念の思いが、少しでも

届いたらと思います」 （米内 隆俊）

・「記者さんは、何度も丁寧に一緒に、考えてくれま

した。被害を無くしたいです」 （能勢 雅美）

・「今回の記事が、歩車分離式信号の設置基準の見直

しにつながって欲しいです」 （ポタサニャー朱月）

・「〈今までにあったことを全部話して下さい〉と、

本当に細やかな取材でした。生駒教授の〈見えない

障害 周囲が理解を〉の言葉が有り難いです。まだま

だ言葉に出来ない苦しみがあります」（黒川 和子）

関係機関の協力で拡がる「パネル展」

「いのちのパネル」実行委員長 小野 茂

近年、ご支援を頂いている機関や団体で、「いのち

のパネル」の冊子をコピーして展示して下さるケー

スが増えており、大変心強く有り難いです。

右の写真は、道警岩見沢署による、昨年年9月18

日、市民交流施設「であえ

ーる岩見沢」での展示です。

道警本部でも11月の犯罪被

害者週間に展示されました。
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以明の思いを受けて
い ざ や

副代表 真島 勝彦

被害者や被害者遺族は事件に対する思いを抱えな

がら生きている。その思いはそれぞれで、一般論に

は還元できないものである。事件や被害者のことで

も話すことさえできない人も多い。私は命の教室で、

息子のこと事件のこと親の思いを語っているが、息

子の思いを子供たちに伝えたいと思うからである。

以明の死後、息子のために何かしたいと思い、私
い ざ や

は息子がより学びたかった心理学を学んでみようと

思い、事件のために息子が卒業できなかった北海道

教育大学の大学院に入り、臨床心理学を学び、心理

士と公認心理師の国家試験を受け資格を取った。大

学では恩師や息子の友人、後輩とも友達になった。

働いていた高校は早期退職した。

現在は道のスクールカウンセラーとして中学校や

高校で保護者や生徒のさまざまな話を聴いている。

思えば、息子が生きていれば絶対歩まなかった道を

今歩んでいる。心理師の仕事はやりがいも多いが、

ときどき思うことは、当たり前であるが、この仕事

より、息子が生きていればそれが一番だということ

である。

だから、命の授業では、生徒の皆さんにかけがえ

のない自分と友達の命を大切にしてほしいこと、そ

のために交通規則を守ってほしいことを伝えている。

人の役に立つ仕事をしたいと言って、心

理学を学び警察官を目指していた以明の

思いを伝えることをしている。

「命の大切さを学ぶ教室」の入賞感想文
以下は、上記真島さんの講話を聴いた生徒さんの感想文です。

警察庁主催の令和4年度「大切な命を守る、全国中学・高校

作文コンクール」で 警察庁長官官房審議官賞を受けました。

悲しみの連鎖を絶つ
旭川市立中央中学校 ２年 谷藤 陽奈子

「多くの人を不幸にしました」

この言葉は先日「命の大切さを知る授業」で講

師の真島勝彦さんがおっしゃった、私の心に強く

響いた言葉です。真島さんの息子、以明さんは横

断歩道を渡っているとき信号無視をしたトラック

にはねられて亡くなりました。その日は以明さん

にとって夢への大きな一歩、警察官採用試験の日

でした。

「親として子を守れなかった」そう語る真島さ

んを見ていると私まで辛くなりました。悪いのは

加害者。でも、自分にもどこか原因があったので

はないか、家から出る前に止めていれば、と自分

自身を責めていたこともあったように感じました。

裁判が終わり、加害者がどんな刑になっても失

われたものはもう二度と戻ってきません。何の罪

もない人がなぜ亡くならなければいけなかったの

か。一つの行動でなぜこんなに不幸にならなけれ

ばいけないのか。あの子は最後に何を思ったのか。

現実を受け入れようとするほど、どんどん疑問が

溢れてきます。でも、その疑問に対する答えはど

んなに待っても出てきません。母は私がどこか行

こうとすると毎回、「車に気をつけてね」と言い

ます。その度に私は「分かっているよ。事故には

絶対遭わないから」と思っています。でも、講話

を聞いたとき、本当は分かっていなかったんじゃ

ないか、事故に遭わない保証はどこにもないんじ

ゃないかと思いました。何度も言われて聞いてい

るつもりでも、最近は聞き流していて、意識が薄

れているのではないか。そう思った瞬間、私は怖

くなりました。これ以上聞き流していたら、意識

が薄れていったら、私は事故に遭っていてもおか

しくなかったのではないか、と。

今日もどこかで交通事故に遭っている人がいま

す。明日は自分たちが遭うかもしれません。毎日

のように事故が起きて、事故で幸せと命を失くす

人がいます。どうしたら悲しみの連鎖を断てるの

か。できることはたくさんあります。相手のこと

を考えること、注意深く行動すること、誰かに広

めること。一人一人が意識すれば誰もが望む交通

事故０を叶えられるのです。

私は講話を聞いて宣言したいことがあります。

それは自分の大切な人に「気をつけてね」という

ことです。私は親に「気をつけて」と言ったこと

がありません。でも、講話を聞いたとき自動車同

士の事故だってありうること、生きて家に帰って

くるという普通がどれだけ幸せなことなのかがわ

かりました。なぜ母が私に「気をつけてね」と言

うのか。それは親にできる子供を守る手段の一つ

で、こう言うことで子供に意識を与えていると考

えました。私も家族や友達に交通事故に遭ってほ

しくないです。意識してほしいです。

だからこれから私も母に、家族に、友

達に「気をつけてね」ということをこ

こに宣言します。



- 5 -

2023年2月１5日 北海道交通事故被害者の会 第６7号（5）

生徒の感想文に励まされ

代表 前田 敏章

「命の大切さを学ぶ教室」での、生徒さんの真摯

な眼差しと講話後の感想文にいつも励まされていま

すが、昨年後半の中学校での感想文に、大変勇気づ

けられる一文がありました。現在の「（麻痺した）ク

ルマ優先社会」を改めるための根底課題である「脱

・スピード社会」への貴重な意見と思います。

命の大切さを学ぶ教室 生徒感想

僕は車が大好きで、最初、車にどんなイメージがあ

るかと問われたとき、真っ先に「速くて かっこいいも

の」を選んでいた。

今回の話を聞いて、自分の車に対する考え方を変え

ないといけないし、時速300キロでる車があるけど、

今すぐにでも時速100キロ未満の車に改良させたほう

が良いと思った。

なぜ、スピードを出す車が増えたり、暴走族が未だ

に無くならないのかというと、全ては、レーサーとい

う職業があり、車好きあるいは今まで車に興味がなか

った人にも車は速くてかっこいい、自分もやってみた

いという強い憧れを持ってしまうからである。

今すぐにそういう考えを持つ人が増えることを無く

すため、僕が今まで楽しんでいたレースゲームや、車

のかっこいい映画、それこそ猛スピードを出して儲か

る職業（レーサーなど）を一切なくし、時速100キロ

以上出る車を製造しないようにすることが必要だと思

った。逆にそこまでしないと、速い車はかっこいいと

いう考えが無くならず、スピードを出すことで発生す

る事故は絶対に「ゼロ」にはならない。（3年生 男子）

「いのちのパネル展」の感想

◆ 全部見て、読みました

自分自身や自分の家族が被害にあったら、と考えたら悲しくなり､涙
が出ました。私自身車の免許は持っていません。母に「免許は取らな

いで」と18歳の時に言われました。被害の方々のご冥福をお祈りしま

す。 （50歳代 女性）

◆ 現職の警察官ですが

遺族の気持ちをここまで見られることはないので、良かったです。

交通事故防止に努めてまいりたいと思います。 （19歳 女性）

◆ 加害者の軽い刑罰に怒りが
最初、何を展示しているのだろうと立ち止まって1枚の写真と文を読み、そのまま全てのパネルを読ませ

て頂きました。読んでいくうちに何とも言葉に表せない悲しみの感情になりましたが、段々怒りの気持が

強くなってきました。何で、加害者が事故の割に軽い罰則なのだろうか。執行猶予付きが多いのも何だろ

うと思いました。実態とかけ離れている気がしてなりません。パネル展の事例の多くは、自動車という凶

器による殺人行為です。加害者に逃げ道のない法整備を祈念します。（80歳代 男性）

◆ 免許返納は正解でした

とても辛い出来事を全て目を通すことはできません。私も75歳、３年前まで車を運転していました。新

聞やテレビで高齢者の事故を聞く度に、子どもたちからの「他人を巻きこむな」という言葉に従って運転

を止めた事は正解だったと思います。（75歳 女性）

～～ 以上JR手稲駅にて 8月10～15日 ※2022年は6月に続いて2回開催 ～～

■ どんな時も、気を引き締めます
運転する時も、助手席にいる時も、子どもたちが自転車や歩いている時も、

常に、気をつけてねと声をかけ、安全を願っていますが、記事を読み、より一

層気を引き締めなくては、と強く思います。新聞やネットでも事故の記事は目

にしますが、こういう形で知らせて下さり､ありがとうございます。（50歳代、女性）

～～ 道庁１階展示場（道環境生活部 くらし安全局主催）にて 11月17･18日 ～～

JR手稲駅 2022年8月10～15日



- 6 -

2023年2月１5日 北海道交通事故被害者の会 第６7号（6）

被害者の方々に寄り添うこと
～死傷者ゼロの社会に成る日まで～

北海道家庭生活総合カウンセリングセンター 北海道被害者相談室 室長 高山 一枝
交通事故被害者の会の皆様におかれましては、長きに渡り死傷被害根絶を目指し、様々な活動をされて

おりますことに、こころより敬意を表します。

私共民間の被害者支援団体「北海道被害者相談室」は平成９年に北海道警察の要請で北海道家庭生活総

合カウンセリングセンター内に設立されました。

さらに平成１９年には、公安委員会より「犯罪被害者等早期援助団体」の指定、北海道より、「北海道

犯罪被害者等総合相談窓口」の委託を受け、犯罪被害者の方々の支援をさせて頂いております。

開設時の「ボランティア活動によるカウンセリングを通じて、被害者の方々、そのご遺族、ご家族の方

々の悩みや心のケアを行い、被害者が 自分自身の力で再び平穏な生活を取り戻すよう援助すること」を

目的として、被害者一人ひとりのお話を丁寧にお聴きし、心に寄り添い、一緒に考え、被害者の方が望む

支援をすることを目指して参りました。

被害に遭われた方が再び平穏な生活を取り戻すことは、厳しく険しい道のりだと思います。時には当相

談室だけでは支えきれない場合があります。そのような時には、交通事故被害者の会を紹介させていただ

くことや、各関係機関と連携し支援を実施しています。

昨年10月．当センター主催の公開講演会に於いて前田代表を講師にお迎えし、「被害者の視点からの

命の尊厳と社会正義」のご講演をいただきました。その中で「胸の奥にある悲嘆と絶望は何年経っても変

わりませんと」と語られた言葉に、癒えることのない深い悲しみ、苦しみに接し、被害者の方々のこころ

に寄り添うことについて気持ちを新たにいたしました。

更に、「支援の必要がない社会になること」それは「交通死傷者ゼロ」の社会になることと語られまし

た。前田代表初め被害者の会の皆様が長年取り組んでこられている、「交通死傷者ゼロの社会」になるこ

とへの強い思いを感じました。その時が訪れるまで、私たちは被害直後から、被害者の方々

が再び歩き始められるまで、被害者の方々の心に寄り添い、関係機関とも連携し途切れない

支援を実施していきたいと思います。今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

寄 稿

昨年8月、下記の大変暖かく勇気づけら

れるメールが会に届けられました。感謝を

込めて紹介させて頂きます。（編集者）

貴会員の想いを教習生に伝えています
斜里自動車学校長 木村 尚哉

突然のメールで失礼します。

私は、警察官として42年間勤め、定年退職して４

月から現在の立場で仕事をしております。

警察官として在職中、約半分を交通事故係として

日々忙しい毎日を送ってまいりましたが、常に私が

考えていたことは「被害者の心情」でした。

そんな中、私が T警察署の事故係として勤務して

いた平成11年に「癒されぬ輪禍」が発行され、読ま

せていただきましたが、読み進めていくと涙が止ま

らなくなってしまい、5つ位しか読むことが出来ま

せんでした。それ以来、この冊子の表紙を見るだけ

会への
メール

で涙が溢れてしまうものですから冊子は封筒に入れ

てずっとしまい込んでおりました。

この自動車学校では、「癒されぬ輪禍」の中の３編

ほどを映像にしたビデオテープを「若年者講習」時

に視聴させて感想を発表させる教育をしているもの

ですから、20年ぶりに冊子を封筒から出してみたと

ころ、経年劣化のためか風化しつつあったものです

からデジタルデータ化して保存しました。

本題ですが、ビデオ画像以外にもすばらしい文章

が多数ありますので、これを教習生への教材として

活用したく、お伺い致します。なお、年２回の会報

を毎号見させて頂いており、

教習生に紹介しています。

写真は、当校の「命のパ

ネル展」の展示状況です。

（承諾を得て）複製させて

いただいております。
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２02３年2月15日 北海道交通事故被害者の会 第６７号（7）

交差点で小学生を殺めた重大過失の加害者が略式裁判の罰金刑とは？！
「人命軽視の麻痺したクルマ優先社会」は 即刻改めなければならない

代表 前田 敏章

訴え

会報66号P10に記した①の2022年4月20日、

札幌市西区西野の市道交差点で起きた「自転車男児

はねられ死亡」の被害事件ですが、犠牲になったの

は、同住所の金井舷仁さん（10歳、小学5年）です。
げ ん と

前号では、事件の２日後、現場で手を合わせ、社

会が絶対的に護るべき子どもの命を、かくも理不尽

に奪う「クルマ優先社会」への怒りを記しました。

何と 加害者は略式起訴による罰金の寛刑

事件から８か月、12月になって、舷仁さんのご

両親から、「事件以来、地獄のような苦しみと悲しさ

です。先日、検察から、（加害者は）略式起訴の罰金

刑の見通しと聞き、あまりに軽い扱いに呆然として

おります」との連絡があり、「息子の人権と尊厳を守

りたいです」と入会に到りました。

しかし、ご遺族の願いにも拘わらず、札幌区検は

略式起訴。札幌簡易裁判所は12月28日、書面審理

で、「被告人を罰金50万円に処する」を主文とする

略式命令を決定しました。（確定は1月20日）

加害者は 交差点での徐行義務を守らず
時速40キロを超える危険走行

略式命令による加害者の罪状ですが、現場は写真

（前号P10の再掲。4月22日、事件とほぼ同じ時間

に筆者撮影）のように加害車両から見て左側（舷仁

さんが自転車で通行した道路）の見通しが悪い交差

点です。道交法42

条には、このよう

な交差道路での徐

行義務を明記して

います。（注１）

しかし加害者は、

本交差点が近隣の

児童がよく通る道

路であることも熟知しながら、徐行せず、左方道路

から進行してくる車両の有無及びその安全確認不充

分のまま、漫然時速約40kmで進行した過失により

舷仁さんの命を奪ったのです。「命令」記載の公訴事

実には、3.6ｍの距離で舷仁さんを視認とあります。

加害者が、徐行義務を遵守していれば、舷仁さんの

命は確実に護られていました。（注２，３）

（注１）「道路交通法」第42条 （徐行すべき場所）

「車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定され

ている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその

他の場合においては、徐行しなければならない。

一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は

交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようと

するとき（括弧内略）。二 道路のまがりかど附近、上り

坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。

（注2）本条の「徐行」についての定義は、同法第2条1

項20号に「車両等が直ちに停止することができるような

速度で進行すること」とあり、この規定について、「道路

交通法解説」（東京法令出版、18-2訂版、ｐ414）では、

「直ちに停止することができるような速度」とは、「ブレ

ーキを操作してから停止するまでの距離が、おおむね１メ

ートル以内となるような速度のことをいう。」とあります。

なお、この徐行速度の時速への換算については「8km

乃至10km毎時程度」（同書P414宮崎注解）という記述

もありますが、道交法では抽象的文言としています。

（注3）更に付記すれば、この交差点での徐行義務は交差

道路（舷仁さん側）に一時停止の標識がある場合も免除さ

れません（同書ｐ421 昭62.7.29.東京高裁）

公判に付されないのは不正義

二重三重に悲憤を感じます。運転者の重大過失に

因り社会が守るべき大切な命が奪われたのです。公

の法廷で、公正な審理を経て実刑に処されなければ

なりませんが、書面審理の略式裁判手続では、ご遺

族が被害者参加して舷仁さんの無念の「声なき声」

を代弁することも、私たち市民が傍聴し見守ること

も叶わないのです。「人命軽視の麻痺したクルマ優先

社会」に深く打ちひしがれました。

刑法（自動車運転処罰法）の抜本改正を

改めて会報65号P7～の「誌上フォーラム」の提

起の重要性を感じます。同号ｐ９の刑事手続きの流

れ図（青野弁護士作成）に、2020年の自動車運転

過失致死罪のデータを入れてみました。何と、不起

訴：32..3％、略式起訴：24.2％におよび、実刑は

検察官送致の約3％に留まるのです！

自動車運転処罰法の抜本改正が急務です。

※ 数字の起訴・不起訴は検察統計、判決はR4犯罪白書
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2023年2月15日 北海道交通事故被害者の会 第67号（8）

北海道内市町村の犯罪被害者支援特化条例（後編）
副代表 内藤 裕次 （弁護士）

コラム

１ はじめに

会報第６６号で，令和４年８月２６日に北海道弁

護士会連合会が行った「北海道内のすべての市町村

に犯罪被害者支援条例を」と題するフォーラムの準

備状況などについてご説明しました。

後編の今回は，フォーラムの内容についてご報告

致します。

２ フォーラムのメニュー
フォーラムのメニューは，次の通りでした。

① 市町村アンケートの分析結果

② 諸澤英道先生の基調講演「被害者への初期

支援を担う市町村の役割」

③ 被害者２名による講演

④ 調査結果報告「犯罪被害者支援条例を制定

している道内の市町村」

⑤ 市町村からの報告（北斗市及びせたな町）

⑥ モデル条例案について

３ 概要
以下，特にお伝えしたいことについて，概要をご

説明します。

（１）市町村アンケートについて

フォーラムに先立ち，道内の全市町村（１７９市

町村）を対象として，被害者支援特化条例制定に関

するアンケートを実施しました（回収率６６％）。

その結果，特化条例を制定している市町村は９自

治体，要綱などによって条例に近い支援をしている

自治体は６自治体であることがわかりました。両方

合わせても８％程度ですので，低い水準です。

条例の制定をしていない理由としては，「犯罪のな

い平和な自治体」，「現状で問題ない」というものが

多く，「担当者の経験不足」といった現実的な障壁を

回答する自治体は数例でした。このことからすると，

条例制定の必要性を理解していただければ，制定に

向けて舵を切ることは比較的容易なのではないかと

も感じました。

（２）諸澤先生の基調講演

諸澤先生のお話は示唆に富むものが多く，書き切

れないのですが，なかでも「被害者支援で重要なの

は被害者の権利を守ることだが，権利を守るのは，

国と自治体の責務である。従って，自治体は条例を

作る義務がある。」という点が重要と思いました。

また，「被害者が今までと同じ生活圏で支援を受け

ることが必要で，そのためには，自治体による途切

れのない支援が必要」と言われます。確かに，被害

者は生活の本拠で生きていくわけですから，地元で

の支援が必要です。反面，被害は旅行先や仕事先で

も生じうるので，いくら「地元が平和」であっても，

地元に支援策が無ければ，被害者は救われません。

前出した「犯罪のない平和な自治体（だから条例は

検討してない）」というアンケートの回答は，被害の

実情に配慮がないと感じます。

（３）自治体の報告

北斗市では，平成２２年４月から条例が施行され

ています。

支援の内容としては，「医療・福祉サービス」，「公

営住宅の入居についての特別な配慮」のほか，「遺族

見舞金として３０万円」，「傷害見舞金として１０万

円」があるそうです。傷害見舞金の支給実績は，制

定後２件あったとのことです。

せたな町では，令和４年４月から条例が施行され

ており，ホットな情報が聞けました。

せたな町でも北斗市同様の見舞金の支給規定を設

けているとのことですが，最も重要だと感じた点は，

警察との連携が図られているということだと思いま

した。制度があっても適用されなければ意味が無い

ですが，犯罪を認知している警察と連携することに

よって，被害者を漏れなく支援できるようになるか

らです。

（４）モデル条例案

被害者が創る条例研究会でもモデル条例案を提案

されていますが，この日ご紹介したのは，弁護士会

オリジナルの条例案です。

この条例案は，多数の条例の実例をふまえて作成

された非常に力の入ったもので，「過失犯，責任無能

力者による犯罪も支援対象にすべきこと」，「支援者

によるアウトリーチ支援をすべきこと」，「情報収集

のための費用の援助」，「時効中断のた

めの再提訴費用の援助」，「損害賠償の

代理支払い」などの条項が盛り込まれ

ています。

４ まとめ
北海道弁護士会連合会では，このフォーラムを行

ったことで一区切りとせず，今後も条例の制定に向

けた活動を継続していくとのことでした。
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2023年2月１５日 北海道交通事故被害者の会 第67号（9）

交通犯罪被害者の尊厳と権利、被害根絶を求める要望活動

関係省庁への要望書提出と回答

今年度も９月に、関係省庁（内閣府、警察庁、国

交省、法務省、厚労省）宛「交通犯罪被害者の尊厳

と権利、交通犯罪･事故根絶のための要望書」を提出

しました。

提出窓口は、これまでお世話いただいた荒井聡議

員が引退されましたので、後を継いで2021年の衆

院選で当選された、ご子息である荒井優議員です。

私たちの要望書は、2005年の初提出以来、超党

派の（交通事故問題）議員連盟所属であった国会議

員を介して提出しておりますが、回答は、10月まで

に荒井事務所に届けられました。

私たちは、被害ゼロのための根底の課題を総合的

に早急に進めることを強く求めていますが、回答で

は、貴重な前進と従来型で不十分な内容とが混在し

ています。

以下は新たな回答内容と回答についての当会のコ

メント【※印】です。詳細については会のHPに要

望と回答の一覧がありますので参照下さい。

2022年 省庁回答についての覚え書き

2-2（科学的捜査と原因究明に交差点カメラの設置推進を）

【警察庁】交差点カメラの設置については、交通事故発生

状況等を考慮して、各都道府県が計画的に進めている。

4-1・２（自動車運転死傷行為処罰法の改正について）

→【※ 法務省からの回答は得られませんでした。本法制

定から10年目になりますので、抜本改正が求められます】

4-3 （飲酒運転根絶について）

【警察庁】2021年の千葉県八街市の飲酒トラックによる

事故を受け、道交法施行規則を改正し、安全運転管理者の

義務として、運転者の酒気帯びの有無を確認等の規定を新

設するなど、使用者対策を推進している。

5-2 （高齢運転者など免許付与条件と資格管理の厳格化）

【警察庁】2022年5月より75歳以上で一定の違反歴の

運転者への技能検査を導入した。高齢運転者の認知機能等

検査の適正な運用に努める。

6-2 （「ゾーン30」など居住地域の全ての道路の低速化）

【警察庁】「ゾーン30は令和3年度末までに全国で4,186

か所（前年度比155か所増）を整備。令和3年8月からは、

警察と道路管理者が連携して最高速度30キロメートル毎

時の区域規制と物理的デバイスとの適切な組合せよる「ゾ

ーン30プラス」として設定。」

→【※ ゾーン30の整備数はあまりに過小。西欧に学び、

居住地域全ての低速化へ、抜本的な施策確立を求めます】

6-2 （歩車分離信号について）

「歩車分離式信号は、歩行者等の安全確保に有効な手段

であると考えている。（導入の基準については）平成31年

3月20日付通達において、「歩車分離制御により防止する

ことができたと考えられる事故が、過去2年間で2件以上

発生している場合、又はその危険性が高いと見込まれる場

合」と示している。引き続き、歩車分離信号の効果と影響

を総合的に勘案し、適切な導入が図られるよう、都道府県

警察を指導する」→【※ 要望書で強調しましたが、上記

通達の基準見直しを強く求めます】

6-2 （自転車レーンの確保など、自転車の安全対策）

【国交省 道路局環境安全・防災課】

「自転車の通行空間について、関係機関と連携して、歩

行者、自転車、及び自動車が適切に分離された安全で快適

な自転車通行空間の計画的な整備を推進する」

6-2 （自動ハイビームの義務化を急ぐこと）

【国交省 自動車局車両基準・国際課】

「夜間の安全確保のために、ハイビームの点灯は重要で

あると認識しており、適切な使用が必要と考えている。

このため、国土交通省では、ご指摘のような対向車の位

置等を車が検知し、自動的にハイビームとロービームを切

り替える先進なヘッドライトに係わる技術基準を策定して

いる。この先進ライトの普及を促進するため、自動車アセ

スメントにて、新車に搭載されている先進ライトの安全性

能に関する試験を行い、その結果を公表している。（成果

として）2021年に販売された新車のうち約8割に先進ラ

イトが装備された。全車搭載義務化については、どの技術

レベルを義務化するのか等、今後の技術開発や事故削減効

果を踏まえ、適切な基準となるよう検討していく」

６-3 （無人の自動運転車への楽観論などの問題）

【国交省 自動車局技術・環境政策課】

「交通事故の防止に向け、自動運転等に対する過信・誤

解への配慮を欠かさず、ISA等の安全運転を支援する車両

の技術の開発・普及の促進は非常に重要であると認識し、

・自動車の自動化レベルごとに「運転支援車」「完全自

動運転車」等の呼称を策定 ・産官学の連携により、IS

Aに関するガイドラインの策定（令和元年12月）

・ペダル踏み間違い急加速抑制装置等を搭載した安全運

転サポート車（サポカー）の官民連携した普及啓発

・ドライバー異常対応システム（運転者

が無反応状態になった場合に、自動で安

全に停止や操舵する緊急機能）に関する

保安基準の制定

など、取り組みを進めている」

道への要望書提出

11月24日、道庁会議室に

て、道知事宛の要望書提出と

意見交換を行いました。

会から、前田代表と内藤副代

表が赴き、道は、田辺くらし

安全局長、西田道民生活課長が対応しました。（写真

は局長への要望書手交）

今回も、会報に記された全道の会員からの切なる

声を伝え、死傷被害ゼロへの抜本対策10項目を強く

求めました。（道のコメントは会のHPに掲載）
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2023年2月15日 北海道交通事故被害者の会 第67号（10）

犯罪被害者週間全国大会2022～いのち､きぼう、未来～
20回目となるハートバ

ンド全国大会は、11月26

日（土）、東京都千代田区

のJA共済ビル カンファレ

ンスホールに於いて行われ

ました。

コロナ禍により、オンライン併用での開催となり

ましたが、昨年より多い60人を超える方が会場参加

され（写真）、ズーム参加の沖縄から北海道、全国の

被害者団体と支援の方、130名以上の方がつながり

合う貴重な大会となりました。

北海道からは4名が会場参加、2名がリモート参加

し、前田は開会挨拶、高石さん（「飲酒ひき逃げに厳

罰を」の会）と内藤副代表（リモート参加）は第2

部のハートトークで発言しました。

第1部では、最初に、警察庁犯罪被害者等施策担

当の関口参事官、全国被害者支援ネットワークの奥

山専務、そして犯罪被害救援基金の黒澤専務から暖

かいメッセージをいただきました。

被害者の声は、最初に、大分県の工藤奈美さんが、

2009年、高校の部活道の中で、顧問教師による「体

罰」という名の「パワー濫用」で命を落とした息子

さんの被害事件について、刑事責任を求めた必死の

取り組み報告があり、続いて、2015年川崎市の中

学生上村遼太さんが被害者となった殺人事件のお母

さんから、二次被害の問題、残された兄弟である子

どもへの支援の必要性などが切々と語られました。

さらに、今大会は20回目の節目に当たりますの

で、写真動画と運営委員の言葉で構成する「ハート

バンド 20年のあゆみ」、そして、各団体の活動紹介

ビデオと続き、木下徹さんの「私の未来宣言」演奏

で第１部を終えました。

第2部のハート・トークは、会場参加の方と画面

でつながっている全国のズーム参加者とが交互に（合

わせて17人が）発言。共通する課題やコロナ禍の中

での支え合っての活動などが交流されました。

なおこの後、同会場で約40名が輪になっての懇

親交流会が行われ、貴重な語り合いが出来ました。

このように私たちは、困難な中でも「いのち、き

ぼう、未来」を合い言葉に、被害者等の尊厳と権利

回復のためのさらなる制度改善と国

民理解の深化をめざし、討議と交流

を深めることができました。（前田）

全国大会に参加して

息子を亡くして29年 同じ気持ちの

人に会いたくて 札幌市 佐藤 京子
ハートバンドの20年という節目の大会に参加で

きたことを心から感謝しています。

初めに話された工藤剣太さんの事件は衝撃的で、

とてもありえないと思い、友達に相談し大通公園で

2人で街頭署名をしました。いろいろなことを言わ

れましたが、他人事ではありません。いつ自分たち

や周りがそういった局面に立たされると思わない人

たちがたくさんいて、すごく心が傷つきました。そ

れでも少しですが署名を送らせていただきました。

とても懐かしい顔、またどんな思いでここにこら

れたのかと、初めての方はとても辛いのではないか

と思いました。でも懇親会でみんなの顔を見て話せ

ることは、とても大切だと思いました。

その日は息子の誕生日でした。また息子がここに

行かせてくれたのだと思いました。息子を亡くして

から29年になりますが、この間、同じ気持ちの人に

会いたくて会いたくて、探しました。今はたくさん

の仲間と一緒に居られることに感謝しています。き

っと私が寂しい思いをすることがないようにとの息

子の配慮だと思っています。

29年たってもあの時と何も変わりません。人の

言葉に傷ついたり、涙して這い上がれなかったりし

ますが･･･。大会を通して、また初心に戻り、私は、

沢山の仲間がいるので、まだ出かけられるうちに、

これからも外へ、同じ仲間に会いに、どこにでも駆

けつけたいと思います。そばにいたい、そばにいて

欲しい。聞いてほしい、話せるなら、肩を寄せあい

話を聞きたいと、今も昔と変わらず、そう思わせて

くれる大会でした。

こんな思いをすることが、絶対に、二度と繰り返

されないようにと祈ります。木下徹さんの演奏「私

の未来宣言」も、本当に心に染みま

した。これを開催して下さった皆様、

ありがとうございました。お疲れ様

でした。
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202３年２月15日 北海道交通事故被害者の会 第6７号（11）

ハートバンドに「居場所」を求めて
小樽市 斎藤 敬子

交通事故の被害者の会に入会以来、定期的に送ら

れてくる会報誌。新しい情報、活動報告、そして会

員の手記などは、いつも私に生きる力を与えてくれ

ています。

その紙面でハートバンド全国大会がリモートと共

に会場開催もあると知り、昨年の11月私は2年ぶり

に参加することができました。

参加の一番の動機は「居場所」を持ちたいからで

す。自分は生きていても良いんだ、悲しくて苦しい

のは自分だけではないんだ、と思える場所は、そう

多くはありません。

過去に二度お会いした参加者さんたちとも再会す

ることができました。また、初めて参加された方の

話は、過去の自分と重なり、苦しくなったり…。新

たな出会いもありました。

それら全てを抱きしめながら、亡

き長男の面影と共に毎日を生きてい

きたいと思います。

2022ハートバンドに参加して
江別市 高石 洋子

(「飲酒ひき逃げに厳罰を求める･･･会」共同代表)

2019年以来のコロナ禍で、何もかもイベント中

止、我慢、我慢の日々でしたね。

ようやく少しづつ元の生活が戻りつつある中、や

っとハート・バンドも縮小ですが開催されました。

懐かしい仲間との久しぶりの再会に、皆喜び合いま

した。ずっとズームでの委員会、大会でしたので、

会場で会えることは、嬉しかったです。

第一部「被害者の声」では、息子さんを亡くされ

たお母さま二人が発言してくれました。

大分県から参加されたご両親は、お母さんが話を

してくれました。平成21年8月、剣道の部活中、顧

問の拷問とも取れる行き過ぎた指導により17歳で命

を絶たれました。話は赤裸々に、その日の実態を実

によく調べて、本当に事実を話してくれました。ど

れだけ悔しかった事でしょう。想像を絶する殺人だ

と思いました。大変な裁判の話も辛い内容でした。

ズームで話してくれたのは、2015年、川崎市で

集団暴行（未成年）で亡くなった当時中学生だった

息子さんのお母さんでした。この事件は全国報道で

数日 TV で流れていたので凄く覚えていました。息
子さんを亡くした苦しみの中、嘘の報道、誹謗中傷

で傷つき、知らない街に引っ越した話は、報道され

ていないので衝撃でした。

被害者の声は、やはり直接聞かなければ、勝手な

判断で誤解していたり、嘘の報道を信じてしまった

りします。声を出すのは、きつく、辛いですが、で

も、本当は皆に聞いてほしいはずです。真実を分か

ってもらいたいはずです。事件の内容は、それはと

てもむごくて、聞いてる方も、受け止めることが出

来なくて最後まで聞けない事もあるでしょう。私た

ち犯罪被害者遺族は、事実を理解し、一緒に泣く、

それが、自分たちの明日の一歩つながるのではない

かと、そう思いました。

犯罪の形は無数にあります。その中のほんのわず

かな事件でも、その事実を分かってもらいたい。分

かることができる。それがハート・バンドなのだと

思いました。そして、この場で出会った被害者仲間

同志が緩やかな連携の下で優しくつながっているこ

とが、ありがたいのだと感じました。

2023・ハートバンドはどうなるのか、是非、い

つもの形で開催されることを願っ

ています。実行委員としても、お

役に立つことをして行きたいと思

っています。

では、皆様これからも宜しくお

願い致します。

下記は、高石さんの「命の大切さを学ぶ教室」での講話

を報じた、「北海道新聞」2022年12月8日付記事です。
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202３年２月15日 北海道交通事故被害者の会 第6７号（1２）

～東京～ ワールドディ（世界道路交通被害者の日）２０２２ ～北海道～
11月第3日曜日は、国連が2005年に決議した世

界道路交通被害者の日（World Day of Remembr

ance for Road Traffic Victims）でした。

東京では、今年も、小栗幸夫氏の呼びかけで、東
京タワー前の芝公園にてキャンドル集会が行われま

した。天候に恵まれず、急な日程変更を余儀なくさ

れましたが、11月19・20日の両日、7名の参加者

でキャンドル集会継続の意義が再確認されました。

（私もオンライン参加を致しました）

写真は、小栗氏から

届けられた紹介動画

のワンショットです。

北海道では、2008
年以来毎年開催して

いたフォーラムが、

新型コロナ感染の

ために３年連続で

中止を余儀なくさ

れ、「いのちのパネ

ル展」だけの取り

組みとなりました。

11月17日道新

記事のように、11

月1６日、札幌市

（区政課）の協力

を得て、札幌駅地

下歩行空間北大通

広場にて開催。

沢山の方が足を止

めてくれました。

編集を終えて

■ コロナ禍の中、総会・交流会に加えてフォーラム

も3年連続で中止せざるを得ませんでした。「（被害

者等が）孤立無援の無力感に苛まれることがないよ

うに支援し合う」（会則2条）を目的の一つとする当

会にとって、厳しい時期が続きます。■ そのような

中、「あの日から60年」と、何年経っても変わらな

い無念を記して頂いた木戸さん、事件から間もない

裁判前のお辛い中「新会員より」を記して頂いたダ

ンラップさん、そして、暖かい「寄稿」を頂いた被

害者相談室の室長さんはじめ、原稿を寄せて頂いた

皆さまに深謝致します。■ しかし、被害は止まず、

「日常化された大虐殺」の現実は続きます。当会へ

の入会者も後を絶ちません。報じられる「全国交通

死 ○年以来最小○人」という記事などで楽観論に陥

り、被害ゼロへの根底課題に向き合うことをためら

う「クルマ優先社会」の麻痺が気がかりです。

■ その意味でも、朝日新聞道支社が、1月25～27

日の特集「追う 重傷交通事故」（記事は会のHPで

も紹介）で、当会4家族の痛切な願いを深く掘り下

げて下さったことに、勇気づけられます。■ 被害者

理解は、命の尊厳（交通死傷ゼロ）と社会正義につ

ながると思います。会報を手にして頂いた皆さまに、

更なるご理解とご支援をお願い致します。（前）

会 の 日 誌
2022.8.1．～ 2023.1.31.

8/15 会報66号発行 9/5 関係省庁へ要望書提出

11/24 道環境生活部へ要望書提出、意見交換

≪訴えの活動≫

◆8/23 司法修習生講話、8/26 常呂高、8/30 札幌中

央中、9/21 旭川 嵐山中、9/28 札幌 清田中、10/5

苫小牧西高、10/12 美幌高、10/14 被害者支援公開講

演、11/9 栗山高、11/22 北広島 東部中、11/25 札

幌龍谷学園高、12/6 恵庭中、12/21 旭川明成高（前田）

◆8/26 札幌市立西岡中、9/8 札幌刑務所、10/14

室蘭西中、11/7 海星学院高校、11/8 札幌厚別高校、

12/1 被害者支援フォーラム、12/5 野幌高校（高石）

◆ 9/1 札幌市立北栄中、10/4 登別市立鷲別中、

11/5 登別市立幌別中、11/８ 厚別警察署、11/11

池上学院高校、11/18 芦別市立芦別中、11/21 赤井

川村立赤井川中、12./6 恵庭市立柏陽中 （真島勝）

◆9/2 函館被害者支援連協総会、11/11 七飯町立七

飯中、12/5 知内高校 （福澤）

■ 処分者講習 8/4、10/6、11/11、1/12（前田）

9/2、1２/２、（真島勝）

≪いのちのパネル展≫

■ ８/10～15 JR手稲駅、■ 11/16 札幌駅地下歩行

空間、■ 11/21～12/2 札幌国際大学

【お知らせ】2023年の定期総会・交流会は

5月13日（土）13時半～17時 「かでる2 7」

にて、感染防止対策を万全に行う予定です。


